
資料№７－２ 

実施状況シート４【市民会議手続】 

 【担当課・グループ名】  総務課 情報公開室 

行政活動の名称 

四街道市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定（旧名称・四街道市

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定） 

市民会議の名称 
「番号法に基づく個人番号の利用及び特定個

人情報の提供に関する条例」検討市民会議 
構成員数 6 人 

募

集 

募集期間 27年 4月 15日 ～ 27年 4月 30日 

募集方法 

☑ 広報 27年 4月 15日 ☑ ＨＰ 27年 4月 15日 □ 回覧 (  /  /  ) 

□ その他（                ） 

市民会議に求めた成果物 
条例改正に伴う条文等の表現について、幅広い市民の意見や提案を反映させるこ

と。 

実

施 

開催期日 

（ ）内に出席者数 

27年 5月 23日(土) （ ）   年 月 日（ ） （ ）  

 年 月 日（ ） （ ）   年 月 日（ ） （ ）  

 年 月 日（ ） （ ）   年 月 日（ ） （ ）  

 年 月 日（ ） （ ）   年 月 日（ ） （ ）  

市民会議への市職員、有識者等の関与 

（条例第12条第3項の規定による対応） 無 

意見提出された日 27年 5月 23日(土) 

結

果 

意見の取り扱い 意見を条例（案）に反映しなかった 

公告日 27年 6月 11日(木)  公告第 174号 

公表方法 

□ 広報 (  /  /  ) ☑ ＨＰ 27年 6月 15日 □ 回覧 (  /  /  ) 

□ その他（                ） 

 

市民参加推進本部コメント 
【Check欄】 

○･･･適切、△適切だが、留意、工夫を要する、×･･･適切に行われていない 

項 目 Check コメント 

条例、規則等に即した実施（期間、
公表事項の遵守等） 

○ 

適切である 
周知（方法・内容のわかりやすさ、対
象の適切さ） 

○ 

意見の取り扱い（反映状況の適切
さ、結果公表のわかりやすさ） 

○ 

 

市民参加推進評価委員会コメント 

適切である 

 


